
６
月
３
日
、
東
京
高
裁
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ

客
室
乗
務
員
裁
判
に
お
い
て
、
整
理
解

雇
を
正
当
化
す
る
不
当
判
決
を
出
し
ま

し
た
。

原
告
団
は
直
ち
に
上
告
を
決
意
し
ま

し
た
。
不
当
解
雇
さ
れ
た
１
６
５
名
を

職
場
に
戻
す
た
め
引
き
続
き
全
力
を
あ

げ
て
闘
う
決
意
で
す
。

不
当
判
決
を
受
け
、
客
乗
原
告
団
・

弁
護
団
は
「
事
実
と
道
理
を
無
視
し
た

Ｊ
Ａ
Ｌ
客
室
乗
務
員
高
裁
判
決
」
と
題

す
る
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。

争
議
行
為
の
態
様
（
種
類
）
に
は
様
々

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
就
労
を
拒
否
す

る
ス
ト
ラ
イ
キ
（
同
盟
罷
業
）
は
最
も

典
型
的
な
も
の
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
も

全
面
ス
ト
、
部
分
ス
ト
、
時
限
ス
ト
、

指
名
ス
ト
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

時
間
外
労
働
拒
否
も
、
ス
ト
ラ
イ
キ

の
一
つ
の
態
様
で
す
。
さ
ら
に
、
怠
業

（
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
）
や
順
法
闘
争
（
作

業
に
関
す
る
法
令
や
作
業
ダ
イ
ヤ
を
厳

格
に
遵
守
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
通
常

の
作
業
に
比
べ
て
作
業
の
能
率
を
低
下

さ
せ
る
行
為
）
、
一
斉
休
暇
闘
争
な
ど

も
争
議
行
為
の
手
段
で
す
。

ま
た
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
伴
い
、
ピ
ケ

が
行
わ
れ
る
（
ピ
ケ
が
張
ら
れ
る
）
こ

と
も
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
争
議
中
で
あ

る
こ
と
を
示
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
実
効

性
を
確
保
す
る
た
め
、
ス
ト
不
参
加
や

第
三
者
に
対
し
て
団
結
を
示
威
し
、
ス

ト
や
ぶ
り
を
阻
止
し
た
り
す
る
た
め
に

行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

（
国
労
本
部
資
料
か
ら
）
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